
 

 

 

 

大阪市立城東小学校 ＰＴＡ規約 
 

第１章  名称と所在地 

第 １ 条：この会は、大阪市立城東小学校ＰＴＡといいます。 

この会の事務所は、城東小学校（大阪市城東区鴫野３－１６－４１）内に置きます。               

 

第２章  目    的 

第 ２ 条：この会は、児童の健全育成、教育環境や地域生活の充実、あわせて会員相互の親睦と  

教養の向上を目的とします。 

 

第３章  方    針 

第 ３ 条：この会は、目的の達成のために、次の方針に従って活動します。 

１．他の団体や機関と協力して、児童の教育や福祉のために活動します。 

２．特定の政党や宗教にかたよる行為や営利目的の行為はしません。 

３．この会、またはこの会の役員の名で、公私の選挙候補者を推薦しません。 

４．学校の人事や管理には干渉しません。 

 

第４章  会    員 

第 ４ 条：この会の会員には、次のどちらかに該当すればなることができます。 

１．この学校に在籍する児童の保護者。  

２．この学校に勤務する教職員。 

第 ５ 条：この会の会員は会費を納めるものとします。 

会費は、児童ひとりにつき、月額３００円×１２ヶ月とします。 

 

第５章  経    理 

第 ６ 条：この会の活動に必要な経費は、会費によって賄われます。 

第 ７ 条：この会の経理は、総会で議決された予算にしたがって行われます。 

第 ８ 条：この会の経理は、会計監査後に、総会で会員に報告され、承認必要です。 

第 ９ 条：この会の会計年度は、毎年４月１日から始まり翌年の３月３１日に終わります。 

 

第６章  役員・会計監査委員の選出と就任 

第１０条：この会の役員・会計監査委員は次の通りとします。任期は１年としますが、再任して  

も構いません。 

１．会 長・・・１名 

２．副 会 長・・・若干名 

３．書 記・・・若干名 

４．会 計・・・若干名 

５．会計監査・・・若干名 

第１１条：役員・会計監査委員の選出と就任は、次の通りとします。 

１．この会の役員・会計監査委員の選出には、本人の同意が必要です。さらに４月の総会 

  に出席した会員の過半数の承認を得る必要があります。 

２．役員の任期は、５月１日から始まり翌年４月３０日に終わります。ただし、新役員の選 

出が遅れた場合は、引き続き前年度の役員がその期間の職務を行います。 

第１２条：会長に欠員ができたときは、副会長が代わりに就任します。 

任期は、前任者の残りの期間とします。 

第１３条：会長以外の役員に欠員ができたときは、実行委員からその代わりの補充をします。 

任期は、前任者の残りの期間とします。 
第７章  役員・会計監査委員の仕事 
第１４条：役員・会計監査委員の仕事は次の通りです。 
１．会長は、この会の代表者として、総会・実行委員会を招集し、会の議長を務めます。 
実行委員会の委員長、副委員長、委員を委嘱します。 

２．副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその代理をします。 
３．書記は、総会・実行委員会の通知、議事録の作成保管、その他の活動についての記録を 
します。 

４．会計は、予算の立案に協力します。また総会で決定した予算に従い、全ての会計事務を    
処理します。 
総会では、会計監査を受けた決算の報告をします。 

５．会計監査委員は、その年度の会計を監査し、年１回、会員に監査報告をします。 
 

第８章  総    会 

第１５条：総会は全ての会員で構成されるこの会の最高議決機関です。 
第１６条：総会の成立は、会員数の５分の１以上（委任状を含む）とします。決議には出席者の過 

半数の同意が必要です。 
第１７条：実行委員会が認めたとき、または会員数の５分の１以上の要求があったとき、会長は 

いつでも総会を招集することができます。 

第１８条：予算総会・決算総会は毎年必ず執り行います。 
 
第９章  実行委員会 
第１９条：実行委員会は、この会の役員と各委員会の代表者２名以上、校長・教頭・教務主任で 

構成します。 
第２０条：実行委員会の任務は次の通りです。 

１．各委員会によって立案された活動計画について検討のうえ処理します。 
２．総会に提出する議案について検討のうえ処理します。 
３．必要があるときは、特別委員会を設けます。 
４．その他、規約や総会の決議にしたがって、この会の事務を処理します。 

第２１条：実行委員会は、必要に応じて委員会を開催します。 
実行委員会の成立は実行委員の２分の１とし、決議には出席者の過半数の同意が必要で 

す。 
 
第１０章  委 員 会 
第２２条：委員会には、常置委員会と特別委員会があります。 
第２３条：常置委員会の委員長と副委員長は、会長が委嘱します。任期は１年とします。 
第２４条：この会には、次の常置委員会を置きます。 
１．企画委員会   
２．校外安全・保健体育委員会 
３．広報委員会 
４．人権啓発・防災委員会 
５．はぐくみ委員会 

第２５条：特別な目的があるとき、実行委員会は特別委員会を作ることができます。 
特別委員会は、必要な任務を終えると自動的に解散します。特別委員会の委員長・副 



 

 

 

委員長・委員は、第２３条に準じます。 
 
第１１章   委員会の任務 
第２６条：企画委員会は、この会の年度ごとの計画を立てます。 
第２７条：校外安全・保健体育委員会は、学校や地域と緊密な連絡をとり、地域社会での児童の

指導や安全確保、事故等の発生を防止しすることに努めます。また児童の健康に留意
し、体力向上につとめます。 

第２８条：広報委員会は、「ＰＴＡだより」の発行やその他広報活動を行います。 
第２９条：人権啓発・防災委員会は、会員へ人権に関わる学習会の企画、立案、運営を行い、人 

権啓発に努めます。また、災害時に対応できる人材育成のため防災訓練などの行事へ
率先して参加し、防災・避難所開設などの知識を深め、防災力を高めます。 

第３０条：はぐくみ委員会は、はぐくみネットとの共催で実施している学校での授業等の取組を

支援し、より豊かな教育活動ができるようにします。 
  
第１２章   改    正 
第３１条：この規約は、総会において出席者の３分の２以上の賛成によって改正することができ 

ます。  
 
第１３章   個人情報の取扱い 
第３２条：この会の活動を行うために必要とされる個人情報の取得や利用、管理について「個人

情報取扱規則」に定め、適正に運用します。 
 
 

附    則 
第１条：会員の慶弔規定は、別に定める。 
第２条：本規約は、昭和６０年４月２４日の総会において改正承認を得、同年度より実施します。 
第３条：本規約は、昭和６２年４月２８日の総会において改正承認を得、同年度より実施します。 
第４条：本規約は、平成６年５月２６日の総会において改正承認を得、同年度より実施します。 
第５条：本規約は、平成１０年４月２３日の総会において改正承認を得、同年度より実施します。 
第６条：本規約は、平成１１年４月２３日の総会において改正承認を得、同年度より実施します。 
第７条：本規約は、平成１２年２月１６日の臨時総会において改正承認を得、同年２月１７日よ 

り実施します。 
第８条：本規約は、平成２２年４月２２日の総会において改正承認を得、同年度より実施します。 
第９条：本規約は、平成２８年１月２３日の臨時の総会において改正承認を得、同年１月２４日    

より実施します。 
第１０条：本規約は、平成３０年５月２１日の総会において改正承認を得、同年度より実施しま 

す。 
第１１条：本規約は、平成３１年４月１２日の臨時の総会において改正承認を得、次年度より実    

施します。 
第１２条：本規約は、令和２年５月２１日発出の「臨時総会中止のお知らせと委任状提出のお願  

い」添付の規約改正の委任状提出により承認を得、同年６月２日より実施します。 

 


